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仕様書《給食提供諸条件・見積書 説明書》 

 

１．給食業務委託事業所名及び住所 

障害者支援施設 袖ケ浦学園  千葉県袖ケ浦市上泉１７６７番地２１ 

 

２．食事提供数（1日当たり平均食数） 

（１）月曜日から金曜日 

 朝（食数） 昼（食数） おやつ 夕（食数） 合計（食数） 

入所 ５０ ５０ ５０ ５０ ２００ 

ショートステイ ２ ２ ２ ２ ８ 

通所 ０ ６ ６ ０ １２ 

職員 ３ １５ ０ ５ ２３ 

合計 ５５ ７３ ５８ ５７ ２４３ 

（２）土曜日および日曜日 

 朝（食数） 昼（食数） おやつ 夕（食数） 合計（食数） 

入所 ５０ ５０ ５０ ５０ ２００ 

ショートステイ ２ ２ ２ ２ ８ 

通所 ０ ０ ０ ０ ０ 

職員 ３ ８ ０ ５ １６ 

合計 ５５ ６０ ５２ ５７ ２２４ 

 

３．作業環境 

１階：厨房、休憩室、食品庫、トイレ等 

 

４．給食業務の目的 

利用者に対する給食の趣旨を認識し、健康保持増進に必要な食事を提供するほか、楽しい

食事によって望ましい食習慣の体得と、利用者の健康管理並びにニーズに合わせた嗜好や

健康状態を考慮するなど工夫し QOL（（活 の質）向上を図る。更に、適時適温給食を前提と

し月２回の選択給食、月１回行事食とおかわりの日、年１回のバイキング形式を確保し食活

 の充実を高める。 

 

５．食事時間 

区分 配膳 食事時間帯 下膳 

朝食 
一部  ７：４５迄 

二部  ８：００迄 
７：４５～９：００ 随時 
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昼食 
一部 １１：４５迄 

二部 １２：００迄 
１１：４５～１３：００ 随時 

夕食 
一部 １７：３０迄 

二部 １７：４５迄 
１７：３０～１９：００ 随時 

 

６．食事の種類及び形態 

（１）給与栄養量 １日２，１００㎉程度（食種 5段階 ２，７００～１，２００㎉） 

１日の食事摂取基準量は次のとおり 

 給与栄養目標量 

エネルギー   ㎉ ２，１００㎉ 

炭水化物   g ３３６g 

食物繊維   g ２１g以上 

（女性１８g以上） 

タンパク質   g ７９g 

脂質   g ４４g 

飽和脂肪酸   ｇ １４ｇ以下 

ビタミン A   µｇ ９３３µｇ 

ビタミン B１   mg １．２４mg 

ビタミン B２   mg １．３７mg 

ビタミン C   mg １００mg 

カルシウム   mg ７５０～８００mg 

鉄   mg １０．５mg 

塩分   ｇ ７．５ｇ未満 

※エネルギー産活栄養素バランスは、タンパク質１５％・脂質２５％・炭水化物６

０％として考慮すること。 

※年に１回、年齢構成表・給与栄養目標量・食糧構成表を見直し、適切な給食を提供

する。 

※但し、上記基準は、食物より摂取する栄養量とする。 

（２）基本的にはサイクルメニューは不可 

（３）食事の種類 

①常食 

②療養食 

③代替食（アレルギー対応、偏食対応） 

④行事食・選択給食 

（４）食事の形態 

①主食  常食 軟飯 粥（全粥 ミキサー粥） 
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②副食  常食 刻み食 ソフト食 ミキサー食 

（５）利用者様の高齢化および障害の重度化により嚥下機能や咀嚼力が低下するため、食活

 の安全を図る必要があることから、協働して食形態の工夫に取り組むこと。 

 

７．食単価 

食事対象者、高カロリー・低カロリー食等の区分をしないで、一律の単価とし、これを超

えないものとする。ただし、物価等の著しい変動がみられた場合はその都度協議する。 

朝食 昼食 おやつ 夕食 

２４０円 ３５０円 ６０円 ３４０円 

※行事食等については、事前に協議の上、決定する。 

 

８．職員配置 

管理栄養士または栄養士、調理師各１名の有資格者の適正配置を最低限とする。 

 

９．業務内容 

（１）献立作成 

①受託事業者の栄養士は、当法人栄養士が指示する食事摂取基準を遵守し、利用者様の

健康状態、嗜好を考慮し、個々の食事摂取基準に基づいた個別必要量を提供できる献

立を作成する。 

②献立は、季節感を取り入れ、サイクルメニューにならないよう工夫する。また、行事

食、選択給食を取り入れる。 

③献立は、主食、汁物、主菜、副菜２品を組み合わせる。また、麺類、パン、丼物など

も取り入れ、作成する。 

④献立表は、使用食材、使用量、エネルギー量、各栄養素量、塩分量、食物繊維量等を

明記する。 

（２）栄養管理 

（３）当事業所が設置する給食委員会への参加と協議 

（４）関係官庁等に提出する給食関係の書類等の作成と管理 

（５）調理全般業務 原則当日調理 

（６）利用者食堂入室前の配膳業務 

（７）給食材料の発注購入（新鮮さの追求）と管理 

（８）厨房、食堂（夕食後）、休憩室、食品庫、トイレの清掃・点検 

（９）厨房設備器具の清掃点検と管理 

（10）衛活管理 

（11）労働安全衛活管理 
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１０．衛活管理 

（１）給食従事者の衛活管理 

（２）大量調理マニュアルに準拠した対応 

 

１１．職員研修等 

（１）定期的に、栄養管理技術、調理技術および衛活管理等の教育又は訓練をする 

（２）調理業務及び給食業務についての研修（集団給食施設における、保健所研修含む） 

（３）施設内で実施される諸会議（給食関係）に随時参加 

 

１２．防災対策 

（１）非常災害時の対応について危機管理体制を提示のこと 

（２）備蓄食品を３日分確保すること 

（３）非常時の備蓄食品を管理すること 

（４）非常時の献立を作成し、定期的に見直すこと 

 

１３．その他 

（１）施設職員として栄養士を配置しているが、互いに協力すること 

（２）知的障害者を主とする障害者支援施設であることを踏まえて、契約に記載されていな

いことでも「親切」「丁寧」「誠実」「お客様第一」をもって、施設の運営に協力的であ

ること。 

 

１４．見積書等の仕様 

（１）会社概要、企業理念、運営方針（会社案内等でも可） 

（２）メニュー表（常食１週間分） 

（３）見積書（様式任意） 

 

【メニュー表及び見積条件について】 

（１）メニュー表（様式任意） 

ア （「６．食事の種類及び形態」に記載した給与栄養量１日２，１００㎉（（常食）の７

日分の献立例（（真付 き）を作成するとともに、試食会（（２日分、各２食ずつ）に

て実演する。 

イ 上記献立例と対応する栄養価（熱量、蛋白（動・植）、脂肪、鉄、カルシウム、ビ

タミンＡ、Ｂ１、Ｂ２、Ｃ、塩分等）を算出提示するとともに、目標値を示す。 

（２）見積条件 

ア 仕様書より、必要な管理費、給食材料費を積算する。 

イ 委託業務の分担は、別紙委託業務分担表（案）による。 
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ウ 管理費については、費目ごとに詳細に積算し一覧表とする（消費税は除く）。 

エ 給食材料費についても上記（１）記載事項を元に積算し、朝食、昼食、夕食別に１

食あたりの金額を提示するとともに１日当たりの金額も合わせて提示する（消費税

は除く、選択食は含む）。 

見積書は入札参加希望各社の様式にて解り易いようにまとめて表記したものをご提出

下さい。 
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別紙委託業務分担表 

区分 業務内容 委託側 受託側 

栄養 

管理 

食事サービス提供業務運営の総括 〇  

給食委員会の開催・運営 〇 〇 

業務受託者との連絡・調整 〇  

献立表作成基準（治療食等を含む。）の作成  ○ 

献立表の作成  ○ 

献立表の確認 〇  

食数業務  ○ 

食数の指示・管理 〇  

食事箋業務 〇  

食事箋の管理 〇  

嗜好調査、喫食調査等の企画・実施 〇  

検食の実施・評価 〇  

関係官庁等に提出する給食関係の書類等の作成 ○ ○ 

関係官庁等に提出する給食関係の書類等の確認・提出・保管管理 ○  

在庫食品受払簿  ○ 

残食記録作成  ○ 

上記以外の各種書類（伝票・報告書など）の作成、保管  ○ 

調理 

作業 

管理 

作業仕様書の作成（治療食の調理に対する指示を含む。）  ○ 

作業仕様書の確認（治療食の調理に対する指示を含む。） 〇  

作業計画書の作成  ○ 

作業実施状況の確認 〇  

調理  ○ 

盛り け  〇 

一部の配膳 〇 〇 

二部の配膳 〇  

下膳  〇 

食器洗浄消毒  〇 

管理点検記録の作成  ○ 

管理点検記録の確認 ○  

食材 

管理 

食材の調達（契約から検収まで）  ○ 

食材の点検・記録  ○ 
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区分 業務内容 委託側 受託側 

検収記録簿の確認 〇  

食材の保管・在庫管理  ○ 

食材の出納事務  ○ 

食材の使用状況の確認 〇  

施設 

設備 

管理 

給食施設、主要な設備の設置・修理 〇  

給食施設、主要な設備の清掃・管理  ○ 

その他の設備の確保 〇  

調理器具、食器（使い捨て食器を含む。）、備品等の確保 ○  

調理器具、食器（使い捨て食器を含む。）、備品等の保守・管理  ○ 

使用食器の確認 〇  

使い捨て食器の管理・在庫把握  〇 

業務 

管理 

勤務表の作成  ○ 

業務分担・職員配置表の提示  ○ 

業務分担・職員配置表の確認 〇  

衛活 

管理 

衛活面の遵守事項の作成 〇  

衛活面の遵守事項の実施  〇 

食材の衛活管理  ○ 

給食施設・設備（調理器具・食器・備品等を含む。）の衛活管理  ○ 

衣服・作業者等の清潔保持状況等の確認 〇  

保存食の確認  ○ 

納入業者に対する衛活管理の指示  ○ 

衛活管理簿の作成  ○ 

衛活管理簿の点検・確認 〇  

緊急対応を要する場合の指示 〇 〇 

研修 調理従業者等に対する研修・訓練  ○ 

労働 

安全 

衛活 

健康管理計画の作成  ○ 

定期健康診断の実施  ○ 

健康診断結果の保管  ○ 

健康診断実施状況等の確認 〇  

検便の定期的実施  ○ 

検便結果の確認 〇  

事故防止策の策定  ○ 

以上 


